
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課 健康福祉部障がい者支援課

指定管理者

１　施設名等
住所 駒ヶ根市下平2901-7

施設名 電話 0265-82-5271

ホームページ http://www.cek.ne.jp/~nishikoma/

２　施設の概要
設置年月 昭和43年４月 根拠条例等 長野県西駒郷条例

障害者支援施設　(　)内は指定事業所の定員

・施設入所支援(107人)

・短期入所(併設型２室、空床利用)

・日中活動支援（生活介護(145人)、自立訓練(10人)、就労移行支援（6人）、就労継続支援A型(20人)、B型(34人)

・特定、一般相談支援事業   　・自立生活援助

開所日

開所時間

３　現指定管理者前の管理運営状況

～平成16年度 直営（一部業務委託） 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

平成17年度～20年度 指定管理 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

平成21年度～25年度 指定管理 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

平成26年度～30年度 指定管理 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

４　報告年度の指定管理者等
指定管理者 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 指定期間 平成31年４月１日　～　令和６年３月31日（５年間）

選定方法 非公募

５　指定管理料（決算ベース）
※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

263,510 千円 千円 千円 ※指定修繕料を除く

６　指定管理者が行う業務
・　利用者の利用に関する業務

・　施設及び設備の維持管理に関する業務

７　利用実績等
（１）利用実績【指標：利用者数】 （単位：人、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

令和２年度（A） 195 195 195 194 195 194 195 195 194 194 193 194 2,333

令和元年度（B） 192 193 194 193 194 196 193 192 190 191 192 193 2,313

（Ａ）/（Ｂ） 101.6 101.0 100.5 100.5 100.5 99.0 101.0 101.6 102.1 101.6 100.5 100.5 100.9

（２）利用料金収入 （単位：千円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

令和２年度（A） 54,383 52,702 57,010 56,643 53,731 54,835 57,953 52,702 55,753 55,439 49,452 58,379 658,982

令和元年度（B） 50,003 59,460 55,370 55,596 54,022 55,239 58,096 54,620 54,825 53,285 52,516 56,452 659,484

（Ａ）/（Ｂ） 108.8 88.6 103.0 101.9 99.5 99.3 99.8 96.5 101.7 104.0 94.2 103.4 99.9

（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）
見直しの有無

無

（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

令和2年度（Ａ）：365日

　 令和元年度（Ｂ）：366日
無

見直した場合はその内容

開所日数 開所時間 見直しの有無 見直した場合はその内容

・　利用者に対する法第５条第７項、第８項、第10項、第12項から第14項まで及び第19項から第23項までに規定する便宜の供与

・　利用者に対する法第５条第16項に規定する援助

増減要因等 通所利用者の増

増減要因等 新型コロナウイルス感染症の影響で通所サービスを制限

令和２年度（A） 令和元年度（B） 差（A）－（B）

255,386 8,124

増減
理由

育児休業からの復帰による人件費の増

利用料金 障害者総合支援法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

期　　間 管　理　形　態 管理受託者又は指定管理者等

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：令和2年度】

社会福祉法人　長野県社会福祉事業団

長野県西駒郷

設置目的
知的障がい者の福祉を図ることを目的として、知的障がい者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会
生活を営むことができるよう、必要な介護、訓練その他の便宜を供与する。

施設内容
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（５）サービス向上のため実施した内容

（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

８　管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。
Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

総合評価

　仕様書や協定書に沿い質の高いサービスの提供に努めた。
そのために、施設整備を行うとともに職員研修を積極的に行
い人権や障がい特性に配慮したサービス提供の徹底を図っ
た。

・概ね仕様書等に沿った適正な事業運営が行われて
いる。

B

職員・管理体
制

・令和元年度に長期研修へ派遣した職員を「行動障害者支援
アドバイザー」とし、研修会、報告会を開催した

・外部研修で経験を積んだ職員による研修や報告会
など、職員の質の向上を図っている。

B

収支状況
・収入額： 　　980,148千円
・支出額：  　　960,757千円
・収支差額：   　19,391千円

・概ね適正な収支状況である。 B

B

平等な利用の
確保

・市町村及び地域の相談支援事業所が実施する支援が必要
な方のケース会議に参加することで現状把握とともに情報の
共有を図っている。
・現状の生活の継続が困難である方の入所（短期入所含）の
相談を受けた場合は、施設内調整会議において受け入れの
可否を判断することで平等な利用の確保に努めている。

・開催されているケース会議に参加し、利用者の現
状把握に努めている。

・入所受け入れの可否について、個々の事情など施
設全体で総合的に判断するようにしている。

B

利用者サービ
ス向上の取組

・強度行動障がい者への適切な対応を行うため、外部から専
門講師を招き、研修会を４回（年）実施した
・顧客満足度調査を実施し、概ね「満足」の結果が得られた。
今後ともサービスの質の向上を図り、利用者へ提供していきた
い。

・強度行動障がい者への対応について、外部の専門
講師による研修会を実施するなど、質の向上を図っ
ている。

・利用者等に満足度調査を実施するなど、サービス
の向上に取り組んでいる。

A

項目 指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

施設の目的に
沿った管理運営

・協定書、仕様書及び年度計画に基づき、施設の設置目標に
沿った管理運営を実施。

・協定書、仕様書及び年度計画書に基づき、適正に
運営が行われている。

・強度行動障害者への適切な対応を行うため、外部から専門講師を招き、研修会を４回（年）実施した
　今年度は具体的な事例を題材とし、それに携わる支援員が研修を受けた
・利用者の排泄ケアの充実を図るため、介護用品の専門家を交え、研修会を実施した

・駒ヶ根市地域見守りネットワークに参加し、生産物を移動販売する折に、地域見守り活動を行った。
・宮田村の大久保区と緊急時の対応などの確認を行った。
・就労支援A型事業所で豆腐商品の多様化を図るため、厚揚げ豆腐の製作と販売を行った

利用者・家族の声
①　食事の参加日があれば嬉しい。
②　台風などで送迎が遅れる場合はどうのように対応すれば良いのか
③　居室が古くて嫌だ。新しいのが欲しい
④　仕事をしているが手を抜いている人（利用者）がいる。

対応状況
①　事前に申込んでいただければ可能です。食事代は有料となります。
②　若干の遅れであれば、送迎車はそこで待機しています。送迎車が遅れる場合には、連絡をできる限り行います。台風などで影響が出そう
な場合には事前にご連絡をいたします。
③　建て替えなどは難しいですが、利用者が快適に暮らせるよう修繕などを行って参ります
④　安心して仕事ができる環境を整えていきたいと思います。

2/3



（様式２）

９　施設管理運営の課題

項　目

10　第三者評価で指摘された事項の管理運営等への反映状況（第三者評価実施年度の翌年度以降に記載）

【実施年月日：令和　年　月　日】

施設の管理運
営の課題

・利用者の高齢化、障がい特性に応じたサービスの提供と居
室などの施設、設備の改修
・質の高いサービスを提供できる組織体制の構築と専門性を
有した職員の育成
・人材確保
・新型コロナ感染症に適切に対応できる施設、設備及び必要
な物品の確保と支援の方法の検討
・築50年を経た施設の計画的改修、設備や備品の更新

・利用者が将来望む暮らしを実現できるよう引き続き努力する
必要がある。
・障がい特性に応じた適切なサービス提供ができるよう、人材
育成と確保に引き続き取り組む必要がある。
・新型コロナウイルス感染症を発生させないよう、日頃から利
用者の健康状態に留意し、職員のマスク着用、うがい手洗い
の励行など適切な感染防止策の徹底をお願いしたい。
・老朽化した施設、設備及び備品について、計画的に対応し
ていく必要がある。

第三者評価における指摘・意見等
管理運営等への反映状況

指定管理者 所管課

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課
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